
船橋市医療的ケア児通所支援受入促進事業補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第６

条の２の２第２項に規定する児童発達支援及び同条第３項に規定する放課後等デイサー

ビスを実施する事業者による医療的ケア児の受入れに係る費用の一部を予算の範囲内に

おいて補助することにより、当該事業者の医療的ケア児受入体制の整備を図り、もって医

療的ケア児及びその家族の福祉の向上に資することを目的とする。 

（定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 医療的ケア児 船橋市により法第２１条の５の５第１項による支給決定を受けた重

症心身障害児以外の障害児で日常生活及び社会生活を営むために恒常的に人工呼吸器

による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為を受けることが不可欠な者をいう。 

⑵ 看護職員 通所する障害児に医療的ケアを行うために配置する保健師、助産師、看護

師又は准看護師をいう。 

（補助対象者） 

第３条 この要綱に基づき補助を受けることができる者は、法第２１条の５の３第１項の

規定による指定を受けた法人が運営主体として、児童発達支援及び放課後等デイサービ

ス（児童発達支援センターを除く）を運営する事業者（以下「事業者」という。）とする。 

２ 補助の対象となる事業所は、船橋市内に所在するものに限るものとする。ただし、市長

が認める場合は、この限りでない。 

（補助の区分）  

第４条 この要綱に基づく補助は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

るところにより行うものとする。  

⑴ 看護職員配置補助 事業者が雇用契約に基づき看護職員を配置し、医療的ケア児を

受け入れる場合に要する経費に対する補助 

⑵ 訪問看護派遣利用補助 事業者が健康保険法第８９条第１項の規定により指定を受

けた指定訪問看護事業者（以下「訪問看護事業者」という。）から看護職員の派遣を受

け、医療的ケア児を受け入れる場合に要する経費に対する補助 

（訪問看護事業者への利用申込）  

第５条 訪問看護派遣利用補助を受けようとする事業者は、訪問看護事業者に対して看護

職員の派遣の申込みを行うものとする。 

（指示書の交付）  

第６条 訪問看護派遣利用補助を受ける場合において、医療的ケア児及びその保護者は、看

護職員の派遣を受けるため、主治医に対して指示書の交付を依頼するものとし、当該指示

書の交付に係る経費を負担するものとする。  



２ 指示書の交付の依頼は、医療的ケア児及びその保護者の必要に応じて行うものとする。 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする事業者は、市長が別に定める期日までに、船橋市医

療的ケア児通所支援受入促進事業補助金交付申請書（第１号様式）に必要書類を添えて、

市長に申請しなければならない。 

（交付決定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、次の各号に掲げる事項を審査し、

交付の可否を決定し、船橋市医療的ケア児通所支援受入促進事業補助金交付可否決定通

知書（第２号様式）により申請者に通知する。 

⑴ 法令等及び予算に違反していないか。 

⑵ 目的及び内容が適正であるか。 

⑶ 金額の算定に誤りがないか。 

（暴力団等の排除） 

第９条 前条第１項の規定にかかわらず、市長は、事業者が船橋市暴力団排除条例（平成２

４年船橋市条例第１８号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第３号に規定する暴力団

員等又は同条例第７条第１項に規定する暴力団密接関係者（以下「暴力団等」という。）

である場合は、交付決定をしないことができる。 

（交付額の算定方法） 

第１０条 看護職員配置補助の額は、別表に定める補助基準額に医療的ケア児を受け入れ

た日数（欠席時対応加算の算定対象となった日を含む）を乗じて得た額の合計額とする。  

２ 訪問看護派遣利用補助の額は、別表に定める補助基準額に医療的ケア児を受け入れた

日数（欠席時対応加算の算定対象となった日を含む）のうち医療連携体制加算を算定して

いない日数を乗じて得た額の合計額とする。 

３ 前項の規定による同一の年度における同一の医療的ケア児に係る補助金の額の算定に

あたっては、日数の上限を１００日とする。 

４ 看護職員配置補助の対象となる看護職員を雇用している期間は、訪問看護派遣利用補

助の対象とすることができない。 

５ 前項の規定にかかわらず、看護職員配置補助の対象となる看護職員を雇用している期

間であっても、当該看護職員が実際に配置されていない場合には、この限りでない。 

（交付決定の取消し） 

第１１条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定

の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。 

⑵ 暴力団等であることが判明したとき。 

⑶ 補助金を他の用途に使用したとき。 

⑷ 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容その他法令等に違反したとき



又は市長の処分に従わなかったとき。 

（補助金の返還） 

第１２条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消し

に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、船橋市医療的ケ

ア児通所支援受入促進事業補助金返還命令書（第３号様式）によりその返還を命ずるもの

とする。 

（加算金及び延滞金） 

第１３条 補助事業者は、第１１条第１項の規定により補助金の交付決定が取り消された

場合において、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から

納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の

期間については、既納額を控除した額）につき年１０．９５パーセントの割合で計算した

加算金を市に納付しなければならない。 

２ 補助金が２回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、

返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還

を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達す

るまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。 

３ 第１項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納

付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返

還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。 

４ 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、

納期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その未納付額（未納付額の一部が納

付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間についてはその納付額を控除した額）に

つき年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。 

（理由の提示） 

第１４条 市長は、補助金の交付決定の取消し又は補助事業等の是正のための措置の命令

をするときは、当該補助事業者に対してその理由を示さなければならない。 

（関係書類の整備） 

第１５条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類を事業の完了

から５年間整備しておかなければならない。 

（調査又は報告） 

第１６条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事

業者に対して、補助事業等の遂行に関する状況を調査し、又は報告を徴することができる。 

 （委任） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この要綱は、令和８年６月９日から施行し、令和８年４月１日以後の事業に要した費用か



ら適用する。 

  



別表 

区分 要件 補助基準額 

看護職員配置補助 ⑴ 現に医療的ケア児を受け入れ

ていること。 

⑵ 雇用契約に基づき看護職員を

配置していること。 

⑶ 看護職員が医療的ケア児の受

入日に４時間以上勤務している

こと。 

⑷ １事業所につき補助対象とな

る看護職員は１名を上限とする。

ただし、複数の看護職員を交代で

配置する場合は、複数名を補助対

象とすることができる。 

４時間以上６時間未満 

５，０００円 

６時間以上 

８，０００円 

訪問看護派遣利用補助 ⑴ 現に医療的ケア児を受け入れ

ていること。  

⑵ 訪問看護事業者との間で看護

職員の派遣に関する契約を締結

していること。 

⑶ 看護職員を配置していないこ

と。  

⑷ 医療的ケア児１人につき、１日

３０分を超えて派遣を受けてい

ること。  

３０分超１時間 

５，５００円 

１時間超１時間３０分 

１１，０００円 

１時間３０分超 

１６，５００円 

 

 

  



第１号様式 

 

船橋市医療的ケア児通所支援受入促進事業補助金交付申請書 

 

年  月  日  

船橋市長 あて 

 

所在地 

 法人名 

代表者               

  

船橋市医療的ケア児通所支援受入促進事業補助金交付要綱の規定により関係書類を添えて

補助金の交付を申請します。 

 

記 

 

添付書類 

・調書（別紙） 

・利用する児童の医療的ケアがわかるもの 

・提供実績記録票 

・【看護職員配置のみ】勤務実績がわかるもの（勤務表、タイムカード等） 

・【看護職員配置のみ】資格証の写し 

・【訪問看護職員派遣のみ】対象者の主治医が作成した訪問看護指示書（写し） 

・【訪問看護職員派遣のみ】派遣実績がわかるもの（訪問看護ステーションからの請求明

細等） 

・その他市長が必要と認める書類 

  

１ 補助の区分 ☐看護職員配置    ☐訪問看護職員派遣 

２ 補助対象期間    年  月  日から    年  月  日 

３ 補助申請額 円 

４ 事業所名  

５ 連絡先及び担当者名 TEL        （担当）  



第２号様式 

 

船橋市医療的ケア児通所支援受入促進事業補助金交付可否決定通知書 

 

 船療第   号 

年  月  日 

  

法人名 

代表者           様 

 

船橋市長       印 

 

 

年  月  日付けで申請のあった補助金について次のとおり決定したので、

船橋市医療的ケア児通所支援受入促進事業補助金交付要綱の規定により通知します。 

 

１．交付します 

補助対象期間     年  月  日から    年  月  日 

事業所名  

交付決定額 円 

 

２．交付しません 

理由 

  



第３号様式 

 

船橋市医療的ケア児通所支援受入促進事業補助金返還命令書 

 

 船療第   号 

年  月  日 

  

所在地 

法人名 

代表者氏名         様 

 

船橋市長       印 

 

 

船橋市医療的ケア児通所支援受入促進事業補助金交付要綱の規定により、次のとおり補

助金の返還をしてください。 

返 還 す べ き 金 額 円 

返 還 期 限 年  月  日まで 

返 還 の 理 由  

返 還 方 法  

補 助 対 象 期 間  

交 付 決 定 額 円 

既 交 付 額 円 

 

 


